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小
説
の
な
か
の
証
券
市
場
と
法

―
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
『
金
（LʼA

rgent

）』（
一
八
九
一
年
）
―

石　

川　

真　

衣

一�

、
は
じ
め
に
―
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ

『
金
（LʼA

rgent
）』
―

　

小
説
は
し
ば
し
ば
そ
の
作
者
が
生
き
た
時
代
の
変
動
を

反
映
す
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
下
で
近
代
法
典
の
編
纂

（
民
法
典
、
商
法
典
、
民
事
訴
訟
法
典
、
刑
法
典
、
治
罪

法
典
―
あ
わ
せ
て
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
五
法
典
」
と
も
呼
ば
れ

る
―
）
が
進
め
ら
れ
た
後
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
末
に
か

け
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
八
六
七
年
七
月
二
四
日
の
法
律
に

よ
る
す
べ
て
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
設
立
準
則
主
義
の

導
入
に
伴
い
、
本
格
的
な
大
規
模
会
社
法
制
の
構
築
を
開

始
し
た
時
期
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
新
た
な
規
制
の
導
入

は
、
証
券
市
場
の
発
展
に
必
ず
し
も
追
い
つ
い
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
一
八
八
二
年
の
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル

銀
行
の
倒
産
を
発
端
と
す
る
証
券
市
場
の
混
乱
の
回
避
を

可
能
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

一
八
七
六
年
に
資
本
金
四
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
株
式
合
資

会
社
（société en com

m
andite par actions

）
と
し

て
設
立
さ
れ
た
銀
行
業
を
営
む
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル

社
（Société de lʼU

nion Générale

）
は
、
一
八
七
八

年
に
資
本
金
二
五
〇
〇
万
フ
ラ
ン
（
発
行
株
式
数
五
万
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株
）
の
株
式
会
社
（société anonym

e

）
と
し
て
再
設

立
さ
れ
た
。
同
行
は
、
取
締
役
会
会
長
ウ
ー
ジ
ェ
ヌ
・
ボ

ン
ト
ゥ
（Eugène Bontoux

）
の
指
揮
の
下
、
カ
ト

リ
ッ
ク
系
貴
族
及
び
保
守
層
の
資
金
を
集
め
て
短
期
間
に

急
成
長
し
た
が
、
一
八
八
二
年
一
月
に
破
綻
し
た
。
こ
の

事
件
を
主
な
題
材
に
し
た
の
が
、「
わ
れ
弾
劾
す

（Jʼaccuse...!

）」
で
も
有
名
な
文
豪
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
の

小
説
『
金
（LʼA

rgent

）』
で
あ
る
（
邦
訳
と
し
て
、
エ

ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
（
野
村
正
人
訳
）『
金
』（
藤
原
書
店
、
二

〇
〇
三
）
な
ど
が
あ
る
）。
こ
の
小
説
は
、『
居
酒
屋
』
や

『
ナ
ナ
』
で
も
知
ら
れ
る
作
品
群
『
ル
ー
ゴ
ン
・
マ
ッ

カ
ー
ル
叢
書
』
の
第
十
八
巻
目
に
当
た
り
、
証
券
取
引
を

中
心
と
し
た
一
九
世
紀
の
人
間
模
様
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
。

　

小
説
の
舞
台
は
一
九
世
紀
半
ば
の
パ
リ
で
あ
る
。
不
動

産
事
業
で
一
度
は
手
に
し
た
富
を
失
っ
た
主
人
公
ア
リ
ス

テ
ィ
ド
・
サ
ッ
カ
ー
ル
は
、
銀
行
業
に
乗
り
出
す
こ
と
を

決
め
る
。
こ
の
た
め
に
資
本
金
二
五
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
株

式
会
社
形
態
を
採
る
銀
行
（La Banque U

niver-

selle

）
を
設
立
し
、
額
面
五
〇
〇
フ
ラ
ン
の
株
式
五
万
株

を
発
行
す
る
こ
と
を
計
画
す
る
。
銀
行
の
設
立
に
は
株
式

引
受
人
が
必
要
と
な
り
、
物
語
の
前
半
は
発
行
予
定
の
株

式
五
万
株
の
う
ち
四
万
株
分
を
引
き
受
け
る
証
券
引
受
団

（
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
）
の
結
成
の
た
め
に
パ
リ
の
街
を
駆
け

巡
る
主
人
公
の
奔
走
を
描
く
。
有
力
政
治
家
か
ら
実
際
に

は
得
て
い
な
い
事
業
の
後
押
し
を
受
け
た
こ
と
に
し
て
株

式
引
受
人
を
か
き
集
め
、
設
立
後
の
短
い
期
間
に
相
次
い

で
大
規
模
な
資
本
増
加
や
株
主
へ
の
配
当
の
分
配
を
行
っ

た
こ
と
、
さ
ら
に
は
小
規
模
新
聞
社
を
買
収
し
て
銀
行
が

投
資
す
る
事
業
の
宣
伝
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
株
価
は

急
騰
す
る
が
、
仮
装
払
込
み
や
自
己
株
式
の
取
得
を
は
じ

め
と
す
る
手
段
に
よ
り
作
出
さ
れ
た
銀
行
の
信
用
が
失
墜

し
、
株
価
が
暴
落
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
っ
た
。
物
語
の

後
半
で
は
、
銀
行
の
破
綻
と
と
も
に
銀
行
の
株
式
を
取
得
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二
、
株
式
の
流
通
性
と
無
記
名
性

　

株
価
の
高
騰
を
生
じ
さ
せ
た
株
式
取
引
の
条
件
は
い
か

に
し
て
満
た
さ
れ
た
の
か
。
株
式
会
社
の
設
立
の
た
め
に

は
、
①
資
本
金
の
全
額
引
受
が
な
さ
れ
、
か
つ
②
各
株
主

に
よ
り
そ
の
引
き
受
け
た
株
式
の
額
面
の
少
な
く
と
も
四

分
の
一
の
払
込
み
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八

六
七
年
七
月
二
四
日
の
法
律
第
一
条
・
第
二
四
条
）。
株

式
の
全
額
引
受
・
分
割
払
込
制
が
導
入
さ
れ
た
理
由
は
、

一
九
世
紀
半
ば
の
株
式
会
社
の
株
式
の
額
面
は
高
額
で

あ
っ
た
た
め
、
引
受
人
が
そ
の
全
額
の
払
込
み
に
応
じ
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
株
式
の
額
面
の
四
分
の
一
の
払
込
み
と
い
う
株
式
会

社
の
設
立
要
件
は
株
式
の
流
通
性
（négociabilité

）
の

取
得
要
件
で
も
あ
り
、「
株
式
ま
た
は
小
割
株
（coupons 

dʼactions
）
は
四
分
の
一
の
払
込
み
が
な
さ
れ
た
と
き
流

す
る
目
的
で
な
け
な
し
の
金
を
つ
ぎ
込
ん
だ
小
規
模
投
資

家
や
人
為
的
な
株
価
の
つ
り
上
げ
に
翻
弄
さ
れ
た
公
認
仲

買
人
の
不
幸
が
詳
細
に
描
写
さ
れ
る
。

　

こ
の
小
説
は
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
末
に
か
け
て
、
ま

だ
証
券
法
制
及
び
株
式
会
社
法
制
が
共
に
形
成
過
程
に

あ
っ
た
時
代
の
株
式
市
場
の
暴
走
の
記
録
と
し
て
の
側
面

を
有
す
る
。『
金
』
の
時
代
設
定
は
一
八
六
四
年
で
あ

り
、
株
式
会
社
の
基
本
法
制
と
な
る
一
八
六
七
年
七
月
二

四
日
の
法
律
の
制
定
前
に
物
語
が
開
始
し
て
い
る
が
（
こ

の
た
め
、
小
説
の
な
か
に
は
会
社
法
制
と
の
関
係
で
辻
褄

が
合
わ
な
い
場
面
が
い
く
つ
か
あ
る
）、
こ
こ
で
は
ユ
ニ

オ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
の
破
綻
を
モ
デ
ル
と
し
た
ス

ト
ー
リ
ー
展
開
の
要
と
な
る
株
価
の
高
騰
の
根
底
に
あ
る

制
度
と
関
連
法
制
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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通
性
を
取
得
す
る
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
一
八
六
七
年

七
月
二
四
日
の
法
律
第
二
条
・
第
二
四
条
）。

　

流
通
性
と
は
、
商
法
の
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
譲
渡

（cession par voie com
m

erciale

）
が
な
さ
れ
る
こ
と

を
意
味
し
、
名
義
書
換
（transfert

）、
交
付
（tradi-

tion

）、
裏
書
（endossem

ent

）
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に

よ
り
有
償
で
譲
渡
さ
れ
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
小
説
の

な
か
の
銀
行
、
そ
し
て
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ユ
ニ
オ

ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
設
立
時

に
発
行
さ
れ
た
株
式
は
記
名
株
式
で
あ
っ
た
。
証
券
市
場

に
お
け
る
迅
速
か
つ
円
滑
な
取
引
を
高
め
る
た
め
に
は
株

式
を
無
記
名
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
一
八
六
七
年

七
月
二
四
日
の
法
律
は
株
式
ま
た
は
小
割
株
は
そ
の
二
分

の
一
の
払
込
み
が
な
さ
れ
た
と
き
に
総
会
の
決
議
に
よ
り

無
記
名
株
式
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
設
立
時
の
定

款
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
（
同
法
律
第
三

条
・
第
二
四
条
。
こ
の
要
件
は
一
八
九
三
年
八
月
一
日
の

法
律
に
よ
り
見
直
さ
れ
、
株
式
の
無
記
名
化
の
た
め
に
は

全
額
払
込
み
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
一
八

九
三
年
八
月
一
日
の
法
律
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
一
八

六
七
年
七
月
二
四
日
の
法
律
第
三
条
））。

　

現
金
取
引
（m

arché au com
ptant

）
が
な
さ
れ
る

場
合
、
遅
く
と
も
公
認
仲
買
人
間
で
取
引
の
成
立
直
後
ま

で
に
売
主
は
証
券
の
提
出
、
買
主
は
現
金
の
預
託
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
公
認
仲
買
人
間
の
証
券
の
引
渡
し
に
つ
い

て
、
無
記
名
証
券
の
場
合
と
記
名
証
券
の
場
合
と
で
引
渡

し
（livraison

）
の
期
日
が
異
な
る
。
こ
れ
は
記
名
証
券

の
場
合
に
は
無
記
名
証
券
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
譲
渡
に

時
間
が
か
か
る
た
め
で
あ
る
。
無
記
名
証
券
の
場
合
、
取

引
日
か
ら
一
〇
取
引
日
以
内
に
株
券
の
引
渡
し
が
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
買
主
に
は
取
引
日
か
ら
一
五
取
引

日
以
内
に
引
渡
し
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
こ

れ
に
対
し
て
、
名
義
書
換
に
よ
る
記
名
証
券
の
譲
渡
の
場

合
、
売
主
及
び
買
主
は
名
義
書
換
書
面
（feuilles de 
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）
と
呼
ば
れ
る
書
面
に
署
名
す
る
こ
と
で
名
義

書
換
の
届
出
・
承
認
を
そ
れ
ぞ
れ
行
い
、
こ
の
書
面
に
つ

い
て
公
認
仲
買
人
が
適
合
証
明
（certifier conform

e

）

を
行
っ
た
う
え
で
会
社
の
登
録
簿
（
株
主
名
簿
）
の
書
換

が
な
さ
れ
る
た
め
、
よ
り
時
間
が
か
か
り
、
無
記
名
証
券

の
よ
う
に
一
〇
取
引
日
で
は
な
く
、
一
五
取
引
日
以
内
に

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
買
主
に
は
取
引
日
か

ら
二
〇
取
引
日
以
内
に
引
渡
し
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
）。

　

前
述
し
た
分
割
払
込
制
と
の
関
係
で
は
、
取
引
対
象
と

な
る
株
式
に
つ
い
て
の
払
込
を
誰
が
行
う
か
が
問
題
と
な

る
が
、
全
額
払
込
が
な
さ
れ
て
い
な
い
株
式
が
譲
渡
さ
れ

た
場
合
、
買
主
は
前
述
し
た
名
義
書
換
の
承
認
に
関
す
る

書
面
（acceptation de transfert

）
に
署
名
す
る
こ
と

に
よ
り
払
込
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と

を
約
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
理
論

上
特
に
問
題
は
生
じ
な
い
（
実
際
に
は
、
払
込
要
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
が

出
て
く
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
）。
し
か
し
、
小
説

の
な
か
で
は
銀
行
は
破
綻
に
至
る
ま
で
の
間
、
払
込
要
請

を
行
っ
た
と
す
る
記
述
は
な
く
、
二
度
の
資
本
増
加
を
実

施
す
る
こ
と
で
資
金
調
達
を
行
っ
て
い
る
。
一
回
目
の
資

本
増
加
の
と
き
に
は
五
万
株
の
発
行
（
額
面
五
〇
〇
フ
ラ

ン
＋
発
行
プ
レ
ミ
ア
ム
（prim

e dʼém
ission

）
二
〇
フ

ラ
ン
＝
五
二
〇
フ
ラ
ン
）、
二
回
目
の
資
本
増
加
の
と
き

に
は
一
〇
万
株
の
発
行
（
額
面
五
〇
〇
フ
ラ
ン
＋
発
行
プ

レ
ミ
ア
ム
一
七
五
フ
ラ
ン
＝
六
七
五
フ
ラ
ン
）
が
な
さ

れ
、
新
株
の
引
受
人
に
は
額
面
の
四
分
の
一
の
払
込
み
に

加
え
て
発
行
プ
レ
ミ
ア
ム
の
支
払
い
が
求
め
ら
れ
た
。
し

か
し
、
発
行
さ
れ
た
株
式
は
す
べ
て
引
き
受
け
ら
れ
る
こ

と
は
な
く
、
全
額
引
受
の
外
観
を
作
出
す
る
た
め
に
、
名

義
貸
人
を
用
い
て
銀
行
は
自
己
が
発
行
し
た
株
式
を
違
法

に
引
き
受
け
て
い
る
（
二
回
目
の
資
本
増
加
直
後
に
は
三

万
株
近
い
数
の
自
己
株
式
を
銀
行
は
実
質
的
に
保
有
し
て
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い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）。

　

株
式
の
上
場
審
査
に
つ
い
て
問
題
は
な
か
っ
た
の
か
。

当
時
の
株
式
の
上
場
は
公
認
仲
買
人
組
合
（Com

pagnie 

des A
gents de Change

）
の
判
断
事
項
で
あ
り
、
上

場
を
希
望
す
る
会
社
は
公
認
仲
買
人
組
合
の
規
則
に
定
め

ら
れ
る
所
定
の
申
請
を
行
い
、
上
場
審
査
を
経
る
必
要
が

あ
っ
た
（
パ
リ
公
認
仲
買
人
組
合
に
お
け
る
株
式
の
上
場

審
査
基
準
の
形
成
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
株
式
上
場
制
度
の
形
成
―
パ
リ
公
認
仲
買
人
組
合
に
お

け
る
上
場
判
断
要
素
の
変
遷
を
中
心
に
」
上
村
達
男
先
生

古
稀
記
念
『
公
開
会
社
法
と
資
本
市
場
の
法
理
』
六
四
一

頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
九
）
参
照
）。
上
場
審
査
の
際

に
は
、
会
社
側
は
定
款
や
財
産
状
況
な
ど
を
示
す
書
類
を

含
む
必
要
書
類
を
公
認
仲
買
人
組
合
に
提
出
し
、
公
認
仲

買
人
組
合
の
理
事
会
が
審
査
を
行
い
、
上
場
を
許
可
す
る

か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

証
券
取
引
の
大
半
が
な
さ
れ
て
い
た
パ
リ
証
券
取
引
所
の

場
合
、
上
場
審
査
の
判
断
基
準
と
さ
れ
た
の
は
、
株
主

数
、
資
本
金
額
、
会
社
設
立
後
の
経
過
年
数
、
財
産
状
況

な
ど
で
あ
る
。
小
説
の
な
か
で
は
、
主
人
公
は
銀
行
の
株

式
の
上
場
審
査
手
続
に
触
れ
る
が
、
そ
の
後
の
展
開
で
は

そ
の
結
果
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
審
査
に
合

格
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
上

場
は
公
設
市
場
に
当
た
る
パ
ル
ケ
（Parquet

）
へ
の
上

場
を
意
味
し
、
ク
ー
リ
ス
（Coulisse

）
と
呼
ば
れ
る
自

由
市
場
で
自
由
仲
買
人
（coulissiers

）
に
よ
り
取
引
が

な
さ
れ
る
た
め
に
は
審
査
は
必
要
な
か
っ
た
。
制
度
上

は
、
公
認
仲
買
人
が
取
り
扱
わ
な
い
証
券
を
取
引
対
象
と

す
る
の
が
自
由
市
場
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
公
設
市
場

で
取
引
さ
れ
て
い
る
証
券
が
自
由
市
場
で
も
取
引
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
あ
り
、
小
説
の
な
か
の
銀
行
の
株
式
も
パ
ル

ケ
と
ク
ー
リ
ス
の
両
方
で
取
引
さ
れ
て
い
る
。
主
人
公
は

株
価
の
変
動
を
見
な
が
ら
、
次
に
み
る
よ
う
に
株
価
の
操

作
に
手
を
染
め
る
が
、
ま
ず
は
自
由
市
場
で
銀
行
の
株
価
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の
下
落
が
始
ま
り
、
公
設
市
場
で
も
大
暴
落
が
始
ま
る
。

三�
、
自
社
株
買
い
に
よ
る
株
価
操
作
の

違
法
性
を
め
ぐ
る
問
題

　

小
説
の
な
か
で
、
主
人
公
は
、
銀
行
が
発
行
す
る
株
式

の
市
場
価
格
が
三
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
に
達
す
る
こ
と
を
夢
見

て
株
主
・
市
場
関
係
者
に
期
待
を
抱
か
せ
、
株
価
の
上
昇

を
支
え
る
た
め
に
巨
額
の
資
金
を
投
じ
て
自
社
株
買
い
を

行
う
。
株
価
操
作
の
た
め
の
自
社
株
買
い
は
、
小
説
の
モ

デ
ル
と
な
っ
た
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
で
実
際
に

な
さ
れ
て
い
た
。
同
銀
行
は
、
巨
額
の
資
金
を
投
じ
て
株

価
の
買
い
支
え
を
行
い
、
こ
の
行
為
が
最
終
的
に
破
綻
に

つ
な
が
る
。

　

会
社
の
実
態
と
か
け
離
れ
た
株
価
の
上
昇
を
買
い
支
え

る
こ
と
は
当
時
違
法
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
行
為
は
確
か
に

小
説
の
な
か
の
銀
行
、
そ
し
て
現
実
の
世
界
で
は
ユ
ニ
オ

ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
を
破
綻
に
至
ら
し
め
る
が
、
法
律

上
は
違
法
で
は
な
か
っ
た
。
立
法
過
程
に
お
い
て
関
連
す

る
議
論
は
な
さ
れ
た
も
の
の
、
一
八
六
七
年
七
月
二
四
日

の
法
律
に
お
い
て
明
文
で
自
己
株
式
の
取
得
を
禁
止
す
る

規
定
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
自
己
株
式

の
取
得
禁
止
の
ル
ー
ル
を
資
本
維
持
の
原
則
か
ら
導
く
こ

と
は
で
き
な
く
は
な
い
が
、
事
後
的
に
売
却
す
る
目
的
で

会
社
が
自
己
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
は
判
例
上
認
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
、
会
社

が
事
後
的
に
売
却
す
る
前
提
で
、
株
価
を
支
え
る
た
め
に

自
己
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
は
実
務
上
な
さ
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
事
件
の
発
生
当
時
、
自
己
株
式
の
取
得
自

体
は
違
法
で
は
な
く
、
問
題
は
そ
の
取
得
の
規
模
に
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
小
説
の
な
か
で
は
、
銀
行
は
そ
の
発
行

株
式
の
四
分
の
一
近
く
を
保
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
自

己
株
式
の
取
得
の
た
め
に
二
億
フ
ラ
ン
と
い
う
巨
額
の
資

金
を
投
じ
て
い
る
。
現
実
の
世
界
で
は
、
ユ
ニ
オ
ン
・
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ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
は
、
定
期
取
引
の
決
済
期
日
の
延
長
を

意
味
す
るreport

と
呼
ば
れ
る
方
法
に
よ
る
も
の
を
含

め
る
と
自
己
株
式
取
得
の
た
め
に
九
八
〇
〇
万
フ
ラ
ン
以

上
の
資
金
を
投
じ
て
い
た
。
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀

行
の
破
綻
を
き
っ
か
け
と
し
て
特
に
学
説
か
ら
そ
の
必
要

性
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い
た
自
己
株
式
の
取
得
の
禁
止
が

法
律
上
明
文
で
定
め
ら
れ
る
た
め
に
は
一
九
六
六
年
七
月

二
四
日
の
法
律
の
制
定
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
そ

の
後
、
一
九
九
八
年
七
月
二
日
の
法
律
に
よ
り
厳
格
な
規

制
の
下
で
は
あ
る
も
の
の
、
自
己
株
式
の
取
得
は
解
禁
さ

れ
る
）。

　

自
己
株
式
の
取
得
を
禁
止
す
る
規
定
が
な
い
な
か
で
、

こ
の
行
為
に
つ
い
て
訴
訟
上
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
食
料

品
も
し
く
は
商
品
ま
た
は
公
債
の
価
格
の
操
作
に
関
す
る

一
八
一
〇
年
刑
法
典
四
一
九
条
の
適
用
で
あ
る
。
一
八
一

〇
年
刑
法
典
四
一
九
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
「
故
意
に
公
衆
に
流
布
さ
れ
た
虚
偽
も
し
く
は
中
傷

の
事
実
、
売
主
が
自
ら
要
求
し
た
価
格
よ
り
高
い
価
格

の
申
出
、
同
一
の
商
品
も
し
く
は
食
料
品
の
主
た
る
所

持
者
の
間
で
の
、
販
売
し
な
い
た
め
の
も
し
く
は
一
定

の
価
格
で
な
け
れ
ば
販
売
し
な
い
た
め
の
集
合
も
し
く

は
団
体
行
動
、
ま
た
は
何
ら
か
の
欺
瞞
的
な
方
法
も
し

く
は
手
段
に
よ
っ
て
、
自
然
か
つ
自
由
な
営
業
競
争
が

決
定
し
た
で
あ
ろ
う
価
格
よ
り
も
高
く
、
ま
た
は
こ
れ

よ
り
も
低
く
、
食
料
品
も
し
く
は
商
品
ま
た
は
公
債
の

価
格
を
引
き
上
げ
ま
た
は
引
き
下
げ
た
者
は
す
べ
て
、

最
短
一
月
、
最
長
一
年
の
拘
禁
刑
お
よ
び
五
〇
〇
フ
ラ

ン
か
ら
一
〇
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
ま
で
の
罰
金
刑
に
よ
っ
て

処
罰
さ
れ
る
。（
以
下
省
略
）」（
訳
：
大
橋
麻
也
「
フ

ラ
ン
ス
の
不
正
競
争
防
止
法
制
（
二
・
完
）」
早
法
八

五
巻
二
号
一
六
一
頁
脚
注
一
六
（
二
〇
一
〇
））

　

条
文
の
文
言
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
一
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八
一
〇
年
刑
法
典
四
一
九
条
は
、「
食
料
品
も
し
く
は
商

品
ま
た
は
公
債
（denrées ou m

archandises ou des 

papiers et effets publics

）」
に
つ
い
て
の
価
格
の
操

作
に
つ
い
て
定
め
る
条
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
株
式
は
含

ま
れ
な
い
と
す
る
の
が
従
来
の
裁
判
例
の
立
場
で
あ
っ
た

（CA
 Paris, 1

er juin 1843, S. 1843. 2. 277

）。
し
か

し
、
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
事
件
に
お
い
て
、

セ
ー
ヌ
軽
罪
裁
判
所
（tribunal correctionnel

）
及
び

パ
リ
控
訴
院
は
、
株
式
を
商
品
と
み
な
し
て
、
刑
法
典
四

一
九
条
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
立
場
を
示
し
た
。
セ
ー
ヌ

軽
罪
裁
判
所
は
、
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
が
高
値

で
売
却
す
る
た
め
に
株
式
を
取
得
し
た
と
し
て
、
買
付
け

と
そ
の
後
の
売
付
け
の
行
為
は
商
行
為
か
つ
投
機
的
行
為

に
当
た
り
、
投
機
の
対
象
と
な
る
株
式
は
刑
法
典
四
一
九

条
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
商
品
で
あ
る
と
し
、
パ
リ
控
訴

院
も
こ
の
立
場
を
支
持
し
た
（T

rib. corr. Seine, 13 

déc. 1882, R
ev. sociétés 1883, p. 105, spéc. p. 122 ; 

C
our dʼappel de Paris, 19 m

ars 1883, R
ev. 

sociétés 1883, p. 289, spéc. p. 313

）。

　

し
か
し
、
そ
の
数
年
後
の
一
八
八
五
年
に
、
ユ
ニ
オ

ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
と
は
別
の
事
案
に
お
い
て
、
破
毀

院
は
こ
の
立
場
を
覆
し
、
株
式
は
刑
法
典
の
意
味
す
る
商

品
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
公
債
と
み
な
す
こ
と

も
で
き
な
い
と
し
て
、
刑
法
典
四
一
九
条
の
適
用
を
否
定

し
た
（Cass. crim

., 30 juill. 1885, D
. 1886. 1. 389

）。

こ
の
立
場
は
、
株
価
の
操
作
に
対
す
る
規
制
の
必
要
性
を

指
摘
し
て
き
た
学
説
か
ら
の
強
い
批
判
を
浴
び
る
こ
と
と

な
る
。四

、
刑
事
制
裁
の
問
題

　

小
説
は
、
銀
行
の
株
価
の
高
騰
を
支
え
る
た
め
の
主
人

公
の
様
々
な
行
為
に
よ
り
証
券
市
場
の
歯
車
が
狂
い
始
め

た
印
象
を
与
え
る
描
写
を
行
う
が
、
実
際
に
は
ユ
ニ
オ
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ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
の
み
に
一
八
八
二
年
の
破
綻
後
に

生
じ
た
混
乱
の
責
任
を
負
わ
せ
る
の
は
必
ず
し
も
正
し
く

な
い
。
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
の
破
綻
は
す
で
に

迫
っ
て
い
た
証
券
バ
ブ
ル
の
崩
壊
の
単
な
る
き
っ
か
け
に

す
ぎ
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
一
八
七

〇
年
代
か
ら
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
の
株
式
市
場
に
お
け
る
投

機
取
引
は
活
発
化
し
、
当
初
公
債
を
主
た
る
対
象
と
し
て

い
た
投
資
は
、
一
八
八
〇
年
初
頭
に
か
け
て
鉄
道
会
社
の

株
式
、
銀
行
、
保
険
会
社
へ
と
株
式
会
社
へ
と
広
が
っ
て

い
た
。
産
業
の
急
速
な
発
展
に
伴
う
大
量
の
株
式
発
行

は
、
証
券
市
場
に
お
い
て
過
剰
な
供
給
状
態
を
生
じ
さ
せ

て
い
た
の
で
あ
り
、
高
値
が
持
続
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
っ
た
。
市
場
が
吸
収
し
え
な
い
数
の
証
券
の
流
通
に

よ
り
そ
れ
ま
で
高
騰
を
続
け
て
い
た
株
価
の
崩
落
が
い
ず

れ
起
き
る
こ
と
は
当
時
一
部
か
ら
指
摘
さ
れ
は
じ
め
て
い

た
の
で
あ
り
、
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
の
倒
産
は

そ
の
ト
リ
ガ
ー
と
な
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

小
説
の
終
盤
で
、
主
人
公
は
銀
行
の
破
綻
に
伴
い
逮
捕

さ
れ
る
。
訴
訟
に
つ
い
て
は
判
決
の
結
果
の
み
、
す
な
わ

ち
銀
行
の
業
務
執
行
役
員
（directeur

）
の
地
位
に
あ
っ

た
主
人
公
及
び
取
締
役
会
会
長
の
二
名
に
つ
い
て
五
年
の

拘
禁
刑
（em

prisonnem
ent

）
及
び
三
〇
〇
〇
フ
ラ
ン

の
罰
金
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
こ
と
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
責
任
を
追
及
さ
れ
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
判
決
の
確
定
直

後
、
両
者
は
主
人
公
の
兄
に
当
た
る
政
治
家
の
取
り
計
ら

い
で
フ
ラ
ン
ス
を
出
国
す
る
。
主
人
公
の
モ
デ
ル
と
さ
れ

る
ボ
ン
ト
ゥ
も
逮
捕
後
二
年
の
拘
禁
刑
と
三
〇
〇
〇
フ
ラ

ン
の
罰
金
刑
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
が
（Cass. crim

. 

23 juin 1883, D
. 1883. 1. 425

）、
そ
の
後
保
釈
さ
れ
、

刑
を
確
定
さ
せ
た
破
毀
院
判
決
の
直
後
に
出
国
し
て
し
ま

い
、
刑
の
執
行
が
五
年
間
行
わ
れ
な
け
れ
ば
も
は
や
ま
っ

た
く
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
と
す
る
刑
の
時

効
（prescription

）
を
外
国
で
待
っ
て
か
ら
一
八
八
八
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年
に
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え

て
か
、
小
説
の
主
人
公
サ
ッ
カ
ー
ル
も
『
ル
ー
ゴ
ン
・

マ
ッ
カ
ー
ル
叢
書
』
の
最
終
巻
で
あ
る
『
パ
ス
カ
ル
博

士
』
の
な
か
で
再
び
現
れ
る
と
き
に
は
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国

し
て
い
る
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
じ
登
場
人
物

を
一
連
の
作
品
の
な
か
に
度
々
登
場
さ
せ
る
形
で
一
九
世

紀
フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
一
族
の
歴
史
を
描
く
う
え
で
は
図
ら

ず
と
も
好
都
合
だ
っ
た
と
い
え
る
と
と
も
に
、
証
券
市
場

の
危
う
さ
は
人
々
の
記
憶
に
刻
ま
れ
た
も
の
の
、
証
券
犯

罪
の
重
大
性
は
ま
だ
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
示
す
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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